みやざきエコアクション認証に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、みやざきエコアクション（以下「エコアクション」という。）の認証の手続き等について、必要な事項を定める。

（申込み）

第2条 エコアクションに取り組む事業所は、エコアクション申込書（様式第1号）によ
り市長に申し込む。

２　市長は、申込み事業所で希望する事業所に対し、エコアクション取り組みの支援を行なう。
（申請）

第3条 エコアクションの認証を希望する事業者（以下「申請者」という。）は、みやざき
エコアクション認証規格（以下「規格」という。）に基づくシステムを構築し、少なくとも３ヵ月間以上運用した後、みやざきエコアクション認証申請書（様式第２号）及び規格に基づき作成した書類一式（以下「申請書等」という。）により、市長に申請する。

（審査）
第4条 市長は、審査員を指定し、審査員は、前条の申請書等を提出した事業所内におい
て、取り組みが適切に実施されているかの審査を事業所に出向き行なう。
　２　審査は、代表者又はその他の環境管理を統括する者に対するインタビュー、書類確認
及び現場確認により行う。
　３　書類確認は、みやざきエコアクション審査総括表（以下「審査総括表」という。）（様式第３号）に基づき実施する。

　４　審査員は、審査結果に基づいてみやざきエコアクション確認表及び総括表（以下「確認表及び総括表」という。）を作成し、市長に報告する。

　５　申請者は、審査のために必要なすべての情報を提供する。

　６　申請者は、審査総括表において不適合と判定されたものについて、その是正方針を作成し、審査員に報告する。

７　審査員は、不適合が是正されているかを是正方針等で確認し、市長へ報告する。

（認定証の交付等）

第5条 市長は、前条第４項の審査結果が、規格に適合しているかを別に定めるみやざき
エコアクション判定委員会（以下「判定委員会」という。）に付する。

２　判定委員会は、前条の審査結果が、規格に適合しているかをみやざきエコアクション総合判定書（以下「判定書」という。）（様式第４号）を用いて判定する。

　３　市長は、判定委員会の報告に基づき、規格に適合していると判定された申請者に対し、
みやざきエコアクション認定証（以下「認定証」という。）を交付する。
　４　市長は、判定委員会の報告に基づき、認証することが適当でないと判定した申請者に対し、判定書に理由を付して通知するものとする。

　５　認定証の有効期限は、認証の日から３年とする。

（中間審査）

第６条　申請者は、認証を受けた後、年１回の中間審査を受審する。

２　中間審査の実施については、審査の実施の取り扱いの例による。

　

（更新審査）

第7条 エコアクションの更新認証を希望する申請者は、みやざきエコアクション更新
認証申請書（様式第５号）により、市長に申請する。　　　　　　　　　
２　更新審査の実施については、審査の実施の取扱いの例による。
（機密保持）

第８条　判定委員会並びに審査員は、業務上知り得た情報及び入手した業務に関する情報について、その管理を適切に行うとともに、その機密を保持し、これらを第三者へ開示しない。ただし、法的要請による場合は、申請者及び認証事業者へ事前に通知し、情報を開示することができる。

　２　機密保持は、認証期間終了後も継続する。

（その他）

第９条　この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
　　附　則

１　この要綱は、平成１８年１１月１３日から施行する。

２　第2条の「少なくとも３ヵ月間以上運用した後」は、平成1９年３月３１日までは「少なくとも２ヵ月間運用した後」と読み替える。

　　附　則（平成２１年１２月３日伺定）

この要綱は、平成２１年１２月３日から施行する。

　　附　則（平成２２年１１月１２日伺定）
１　この要綱は、平成２２年１１月１２日から施行する。

２　第６条の既認証事業所の中間審査については、平成２２年３月３１日までは旧様式の審査総括表に基づき実施する。
